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 芦 監 第 １ １ 号 

     令和７年４月９日 

請 求 人  様 

芦屋市監査委員  阿 部 清 司 

同     中 島 健 一 

住民監査請求「道路公園施設包括管理業務委託に係る公募型提案方

式による契約候補者の決定の取消」に関する監査の結果について 

令和７年３月４日に受付した地方自治法第２４２条第１項の規定

に基づく住民監査請求について、監査した結果、請求に係る監査が

できなくなったことが判明しましたので、通知します。 
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第１ 監査の請求 

１ 請求人

   主たる事務所の所在地が芦屋市である法人 １団体 

２ 請求年月日 

   住民監査請求「道路公園施設包括管理業務委託に係る公募型

提案方式による契約候補者の決定の取消」に係る請求書は、令和

７年３月４日に提出された。 

３ 請求の趣旨 

   令和６年９月３０日に公表された道路公園施設包括管理業務

委託に係る公募型提案方式について、業務委託等業者選定委員

会が実施した評価は著しく公正を欠き不当なものであり、Ａ企

業体を契約候補者とした決定を取り消すことを求める。

４ 請求の受理 

請求については、地方自治法（昭和２２年法律第６７号。以下

「法」という。）第２４２条に規定する要件を具備しているもの

と認め、令和７年３月１８日に受理した。 

なお、令和７年３月４日の請求書提出時には、上記業務委託の

契約候補者が決定しているのみで、いまだ契約の締結はなされ

ていないが、令和７年３月５日に開催された芦屋市議会建設公

営企業常任委員会における監査対象部署の説明から、法第２４

２条第１項の「当該行為（契約締結）がなされることが相当の確

実さをもって予測される場合」と認め、要件を具備すると判断し

た。 

第２ 監査の実施 

１  監査の対象事項 

道路公園施設包括管理業務委託に係る公募型提案方式による
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契約候補者の決定における審査が不当であり、芦屋市長が当該

契約候補者の決定を取り消す措置を講ずるべきか否かを監査の

対象とした。 

２ 監査対象部署 

   都市政策部都市基盤室道路・公園課 

３ 監査の実施方法 

   法第２４２条第５項の規定に基づく監査は、監査対象部署に

対して書類の提出を求め、書類確認を行うとともに、関係職員か

らの事情聴取を行う方法で実施した。 

４ 監査対象部署への聞き取り 

   都市政策部都市基盤室道路・公園課職員に対し、法第１９９条

第８項の規定に基づき、資料の提出を求めるとともに、令和７年

３月２７日に監査の対象となったものについて聞き取りを行っ

た。 

５ 請求人の陳述 

   請求人に対し、法第２４２条第７項の規定に基づき、令和７年

３月２７日に陳述を行う機会を与えた。請求人は、当該陳述にお

いて、請求の趣旨に係る補足説明を行った。 

第３ 監査の結果 

本件措置請求については、申立時においては監査の前提とな

る「契約候補者Ａ企業体」が存在したが、令和７年４月１日に芦

屋市長は、契約候補者であるＡ企業体と道路公園施設包括管理

業務委託契約を締結した事実が判明した。 

  したがって、請求の趣旨「Ａ企業体を契約候補者とした決定

を取り消すこと」は、措置不能の請求となり、法第２４２条第

１項の措置が可能な「必要な措置の請求」が認められず、請求

に係る監査ができなくなったと判断した。


